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第１節　整備の方向性

第２節　整備の方法

①　史跡狭山池の本質的価値の保存を前提にした整備を行う。
②　総合的調査研究に基づく成果を反映した整備を行う。
③　水と緑豊かな市民に親しまれる都心の公園として整備を行う。

　平成の改修後、狭山池公園として狭山池の周辺は整備されており、公園設備の一部は便益施設として「現
在の狭山池の機能を維持するために必要な要素」となっている。今後の整備としては、狭山池の持つ機能
の整備とともに、公園機能の改良、史跡としての価値を享受できるような整備が必要となる。

【現在の狭山池の整備状況（史跡周辺を含む）】
　狭山池のダム化工事に伴い、昭和 63 年度に「狭山池ダム景観委員会」が設定された。狭山池の自然、
社会環境、及び歴史的背景に立脚し、狭山池ダムの望ましい環境、景観のありかたを検討することを目的と
して設定された委員会の提言を受けて、大阪府では「景観整備構想」をとりまとめ「狭山池ダム周辺環境整
備計画」を策定した。（次ページ　狭山池ダム周辺整備計画　参照）
　『狭山池ダム事業誌』によると、平成の改修後の周辺整備は「狭山池らしさの継承と創出」という全体の整
備テーマを定め、ダム化事業時に設定された「景観整備構想の基本方針」に合わせて整備イメージを定め整備
事業を実施している。その整備テーマの中では、「南河内の風土をイメージする景観基盤の再生・創出、南河内・
大阪狭山市を感じる眺めの中でのんびり憩える水辺づくり、日本古来の人工池としての歴史遺産のポイント的な
保全と活用、狭山池の歴史と自然や治水・利水文化を楽しみながら実感できる博物園づくり」となっている。
　具体的な「大阪狭山のシンボル空間の整備」のテーマで描かれている整備イメージでは「狭山池ダムを大
阪狭山市のシンボル空間とする」と記載されており、あわせて「狭山池を中心とした、ため池の歴史・文化・
自然の紹介」としたテーマの中で「資料館の整備や各種野外展示・修景等により、狭山池ダム全体を野外
博物園化する。」と記載されている。史跡整備の視点とも重なるこれらのテーマを、今後も視野に入れなが
ら整備を検討することが必要である。
　平成２８年度に迎えた狭山池築造 1400 年事業に併せて、整備から１０年以上を経過していた狭山池周遊
路の改修事業を実施し、狭山池公園付帯の公園トイレも補修・改修を実施している。

【今後の整備について】
　今後の整備は、狭山池が史跡であることが体感できるような工夫が必要である。そのためには、史跡狭
山池の指定理由を紹介する案内板、構成要素を紹介する案内板の作成のほかに、史跡とその周辺の関連す

　平成のダム化工事後、狭山池周辺は、「狭山池公園（都市公園）」として整備されている。また、狭山池
の北側には狭山池から出土した大型の遺構を保存・公開する「府立狭山池博物館」が開館した。このよう
な状況の中で、史跡狭山池にとっての「整備」とは、「保存」と「活用」との間にある矛盾を調和的に解決
し、本質的価値の望ましい保存状態を維持・創出するとともに、多様な目的をもって狭山池を訪れる人に対し、
史跡狭山池の価値を享受できる空間を創出する事を意味する。
　史跡狭山池で行われる整備には、「狭山池ダム」「狭山池（灌漑施設）」「狭山池公園」で行われる個々
の機能の維持管理のための「整備（施設）」が含まれる。それらの整備主体者と調整を図り、これらの整備
において、史跡狭山池とそのほかの機能との相乗的な効果を生み出せるように努める必要がある。また、周
辺地域をも含め、全体として調和の取れた景観形成に努める視点も必要である。
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る場所を含めて、史跡を体感できるような周遊コースを提案し、整備を進めていくことが必要となる。そのた
めには、史跡狭山池の周辺も含めた一体的な活用を模索し、ソフト面も含めた提案が必要となってくる。同
時に、史跡狭山池の情報発信の拠点の設置も検討が必要である。
　また、公園利用者のニーズに合わせた四阿・ベンチ等の休息施設の増設、府道森屋狭山線により分断さ
れている西除川沿いの緑道と狭山池公園園路（周遊路）とをつなぐ歩道の整備などが計画されている。
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